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す
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○

水
防
法
施
行
規
則
（
平
成
十
二
年
建
設
省
令
第
四
十
四
号
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

第
一
条

（
削
る
）

第
一
条

水
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
当
該

河
川
の
洪
水
防
御
に
関
す
る
計
画
の
基
本
と
な
る
降
雨
は
、
河
川
法
施
行
令
（
昭

和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の
二
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
基
本
高
水
の
設

定
の
前
提
と
な
る
降
雨
（
以
下
「
計
画
降
雨
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。

水
防
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
洪
水

２

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
浸
水
想
定
区
域
（
以
下
単
に
「
浸
水
想
定
区

浸
水
想
定
区
域
（
以
下
単
に
「
洪
水
浸
水
想
定
区
域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、

域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、
計
画
降
雨
に
よ
っ
て
決
壊
又
は
溢
流
が
想
定
さ
れ

い
つ

同
項
に
規
定
す
る
想
定
最
大
規
模
降
雨
（
以
下
単
に
「
想
定
最
大
規
模
降
雨
」
と

る
地
点
を
相
当
数
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

い
う
。
）
に
よ
っ
て
堤
防
そ
の
他
の
施
設
（
以
下
「
堤
防
等
」
と
い
う
。
）
の
決

壊
又
は
溢
流
が
想
定
さ
れ
る
地
点
を
相
当
数
選
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

い
つ

２

洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
堤
防
等
の
構
造
及
び
管
理
の
状

（
新
設
）

況
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
す
る
地
点
に
は
、
当
該
地
点
に
お
け
る
堤
防
等
の

３

前
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
す
る
地
点
に
は
、
当
該
地
点
に
お
け
る
決
壊
又
は
溢

決
壊
又
は
溢
流
に
よ
り
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
に
つ
き
、
当
該
区
域
が
相
当
規

流
に
よ
り
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
に
つ
き
、
当
該
区
域
が
相
当
規
模
と
な
る
も

模
と
な
る
も
の
又
は
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
が
相
当
な
深
さ
と
な
る

の
又
は
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
が
相
当
な
深
さ
と
な
る
も
の
が
含
ま

も
の
が
含
ま
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
地
点
に
お
け
る
堤
防
等
の
決
壊
又
は
溢
流

４

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
地
点
に
お
け
る
決
壊
又
は
溢
流
に
よ
り
浸

に
よ
り
浸
水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
が
重
複
す
る
と
き
は
、
当
該
区
域
の
全
部
を
あ

水
が
想
定
さ
れ
る
区
域
が
重
複
す
る
と
き
は
、
当
該
区
域
の
全
部
を
あ
わ
せ
た
区

わ
せ
た
区
域
を
一
の
区
域
と
す
る
も
の
と
す
る
。

域
を
一
の
区
域
と
す
る
も
の
と
す
る
。

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
重
複
す
る
区
域
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
水
深
が
第
一

５

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
重
複
す
る
区
域
に
お
い
て
想
定
さ
れ
る
水
深
が
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
地
点
に
よ
り
異
な
る
と
き
は
、
最
大
の
も
の
を
想

項
の
規
定
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
地
点
に
よ
り
異
な
る
と
き
は
、
最
大
の
も
の
を
想

定
さ
れ
る
水
深
と
す
る
。

定
さ
れ
る
水
深
と
す
る
。

６

洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
は
、
想
定
最
大
規
模
降
雨
に
よ
り
、
地
上
部
分
の

（
新
設
）

浸
水
は
想
定
さ
れ
な
い
地
下
街
等
（
地
下
街
そ
の
他
地
下
に
設
け
ら
れ
た
不
特
定

か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
施
設
（
地
下
に
建
設
が
予
定
さ
れ
て
い
る
施
設
又
は
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地
下
に
建
設
中
の
施
設
で
あ
っ
て
、
不
特
定
か
つ
多
数
の
者
が
利
用
す
る
と
見
込

ま
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
地
下
街
等

と
連
続
す
る
施
設
か
ら
浸
水
す
る
も
の
の
存
す
る
区
域
を
含
め
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
。

（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
際
の
明
示
事
項
）

（
新
設
）

第
二
条

法
第
十
四
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

一

指
定
の
区
域

二

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

三

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
浸
水
の
継
続
時
間
（
長
時
間
に
わ
た
り
浸
水

す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
限
る
。
以
下
「
浸
水
継
続
時
間
」
と
い
う
。
）

四

河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）
第
十
条
の
二
第
二
号
イ
に

規
定
す
る
基
本
高
水
の
設
定
の
前
提
と
な
る
降
雨
（
第
三
条
第
二
項
に
お
い
て

「
計
画
降
雨
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
河
川
が
氾
濫
し
た
場
合
に
浸
水
が
想

定
さ
れ
る
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

（
洪
水
浸
水
想
定
区
域
等
の
公
表
）

（
浸
水
想
定
区
域
等
の
公
表
）

第
三
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定

第
二
条

法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合

め
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
事
項
を
定
め
た
旨
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ

に
想
定
さ
れ
る
水
深
の
公
表
は
、
当
該
区
域
及
び
当
該
水
深
を
定
め
た
旨
に
つ
い

っ
て
は
官
報
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
当
該
都
道
府
県
の
公
報
又
は

て
、
国
土
交
通
大
臣
に
あ
っ
て
は
官
報
に
よ
り
、
都
道
府
県
知
事
に
あ
っ
て
は
当

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ

該
都
道
府
県
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

ら
を
表
示
し
た
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
若
し
く
は
北
海
道
開
発
局
又
は
都
道
府

り
行
う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
表
示
し
た
図
面
を
関
係
地
方
整
備
局
若
し
く
は
北

県
知
事
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

海
道
開
発
局
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
こ

る
。

と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
図
面
に
は
、
洪
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
前
提
と
な
る
降
雨
が
想
定

２

前
項
の
図
面
に
は
、
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
前
提
と
な
る
降
雨
が
計
画
降
雨

最
大
規
模
降
雨
で
あ
る
こ
と
（
前
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
図
面
に

で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

あ
っ
て
は
、
当
該
図
面
の
前
提
と
な
る
降
雨
が
計
画
降
雨
で
あ
る
こ
と
）
を
明
示

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

（
新
設
）

第
四
条

法
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
（
以
下

単
に
「
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、
下
水
道
か
ら
河
川

そ
の
他
の
公
共
の
水
域
又
は
海
域
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
河
川
等
」
と
い
う

。
）
に
雨
水
を
放
流
す
る
地
点
に
お
け
る
当
該
河
川
等
の
水
位
の
見
込
み
、
下
水

道
の
配
置
及
び
構
造
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

第
一
条
第
六
項
の
規
定
は
、
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
準
用

す
る
。

（
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
際
の
明
示
事
項
）

（
新
設
）

第
五
条

法
第
十
四
条
の
二
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

一

指
定
の
区
域

二

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

三

浸
水
継
続
時
間

四

主
要
な
地
点
に
お
け
る
一
定
の
時
間
ご
と
の
水
深
の
変
化

（
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
等
の
公
表
）

（
新
設
）

第
六
条

法
第
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
事
項
を
定
め
た
旨
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
又
は

市
町
村
の
公
報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行

う
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
を
表
示
し
た
図
面
を
都
道
府
県
知
事
又
は
市
町
村
長
の
指

定
す
る
場
所
に
お
い
て
閲
覧
に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
図
面
に
は
、
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
前
提
と
な
る
降
雨
が

想
定
最
大
規
模
降
雨
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）

（
新
設
）

第
七
条

法
第
十
四
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
高
潮
浸
水
想
定
区
域
（
以
下
単
に

「
高
潮
浸
水
想
定
区
域
」
と
い
う
。
）
の
指
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
想
定
し
得

る
最
大
規
模
の
高
潮
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
も
の
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に
よ
っ
て
堤
防
等
の
決
壊
が
想
定
さ
れ
る
当
該
海
岸
の
全
て
の
区
間
に
お
い
て
堤

防
等
が
決
壊
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

２

高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
に
当
た
っ
て
は
、
堤
防
等
の
構
造
及
び
管
理
の
状

況
を
勘
案
す
る
も
の
と
す
る
。

３

前
項
の
場
合
に
は
、
都
道
府
県
知
事
は
、
堤
防
等
の
構
造
及
び
管
理
の
状
況
に

つ
い
て
、
海
岸
管
理
者
そ
の
他
の
関
係
の
あ
る
施
設
の
管
理
者
の
意
見
を
聴
く
も

の
と
す
る
。

４

第
一
条
第
六
項
の
規
定
は
、
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
に
つ
い
て
準
用
す
る

。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
想
定
最
大
規
模
降
雨
」
と
あ
る
の
は
、
「
想

定
し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す

る
も
の
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
際
の
明
示
事
項
）

（
新
設
）

第
八
条

法
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

げ
る
事
項
と
す
る
。

一

指
定
の
区
域

二

浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深

三

浸
水
継
続
時
間

（
高
潮
浸
水
想
定
区
域
等
の
公
表
）

（
新
設
）

第
九
条

法
第
十
四
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
同
条
第
二
項
の
国
土
交
通
省
令

で
定
め
る
事
項
の
公
表
は
、
当
該
事
項
を
定
め
た
旨
に
つ
い
て
、
都
道
府
県
の
公

報
又
は
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
と
と
も
に

、
こ
れ
ら
を
表
示
し
た
図
面
を
都
道
府
県
知
事
の
指
定
す
る
場
所
に
お
い
て
閲
覧

に
供
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
図
面
に
は
、
高
潮
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
の
前
提
と
な
る
高
潮
が
想
定

し
得
る
最
大
規
模
の
高
潮
で
あ
っ
て
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
の
用
途
及
び
規
模
の
基
準
）

（
大
規
模
な
工
場
そ
の
他
の
施
設
の
用
途
及
び
規
模
の
基
準
）
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第
十
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
四
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
工

第
三
条

法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
ハ
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
工

場
、
作
業
場
又
は
倉
庫
で
、
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ

場
、
作
業
場
又
は
倉
庫
で
、
延
べ
面
積
が
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
で
あ

る
こ
と
と
す
る
。

る
こ
と
と
す
る
。

（
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
住
民
等
に
周
知
さ
せ
る

（
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
事
項
を
住
民
に
周
知
さ
せ
る
た

た
め
の
必
要
な
措
置
）

め
の
必
要
な
措
置
）

第
十
一
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
住
民
、
滞
在
者
そ
の
他
の
者
（
以
下
こ
の
条
に

第
四
条

法
第
十
五
条
第
三
項
の
住
民
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
は
、
次

お
い
て
「
住
民
等
」
と
い
う
。
）
に
周
知
さ
せ
る
た
め
の
必
要
な
措
置
は
、
次
に

に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

第
二
条
第
一
号
及
び
第
二
号
、
第
五
条
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
第
八
条

一

浸
水
想
定
区
域
及
び
浸
水
し
た
場
合
に
想
定
さ
れ
る
水
深
を
表
示
し
た
図
面

第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
表
示
し
た
図
面
に
市
町
村
地
域
防
災
計

に
市
町
村
地
域
防
災
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に

画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
法
第
十
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
次
の
イ

掲
げ
る
事
項
（
次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に

又
は
ロ
に
掲
げ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ

あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
も

イ
又
は
ロ
に
定
め
る
事
項
を
含
む
。
）
を
記
載
し
た
も
の
（
電
子
的
方
式
、
磁

の
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方
式
で

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
含
む
。
）
を
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の

作
ら
れ
る
記
録
を
含
む
。
）
を
、
印
刷
物
の
配
布
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ

他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
各
世
帯
に
提
供
す
る
こ
と
。

り
、
各
世
帯
に
提
供
す
る
こ
と
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

二

前
号
の
図
面
に
表
示
し
た
事
項
及
び
記
載
し
た
事
項
に
係
る
情
報
を
、
イ
ン

二

前
号
の
図
面
に
表
示
し
た
事
項
及
び
記
載
し
た
事
項
に
係
る
情
報
を
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
住
民
等
が
そ
の
提
供
を

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
に
よ
り
、
住
民
が
そ
の
提
供
を
受

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

け
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
こ
と
。

（
地
下
街
等
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す

（
地
下
街
等
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
及
び
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す

る
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

る
計
画
に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
二
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
、
雨
水
出

第
五
条

法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
の
地
下
街
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

水
時
又
は
高
潮
時
（
以
下
「
洪
水
時
等
」
と
い
う
。
）
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難

に
規
定
す
る
地
下
街
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者
の
洪
水
時
の
円
滑
か

の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措

つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練

置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ

。

ば
な
ら
な
い
。

一

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項

一

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項
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二

地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
避
難
の
誘
導
に
関
す
る
事
項

二

地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
の
避
難
の
誘
導
に
関
す
る
事
項

三

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
事

三

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る
事
項

項
四

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防

四

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
を

止
を
図
る
た
め
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

図
る
た
め
の
施
設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

五

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
に

五

地
下
街
等
に
お
け
る
洪
水
時
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練
の
実
施
に
関

関
す
る
事
項

す
る
事
項

六

自
衛
水
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

六

自
衛
水
防
組
織
の
業
務
に
関
す
る
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
第
二
条
第
三
項
に
規
定
す
る
水
防
管
理
者
（
以
下
単
に
「
水
防
管
理
者

イ

法
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
水
防
管
理
者
（
以
下
単
に
「
水
防
管
理
者

」
と
い
う
。
）
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
、
利
用
者
が
避
難
す
る
際
の

」
と
い
う
。
）
そ
の
他
関
係
者
と
の
連
絡
調
整
、
利
用
者
が
避
難
す
る
際
の

誘
導
、
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
の

誘
導
、
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
そ
の
他
の
水
災
に
よ
る
被
害
の
軽
減
の

た
め
に
必
要
な
業
務
と
し
て
自
衛
水
防
組
織
が
行
う
業
務
に
係
る
活
動
要
領

た
め
に
必
要
な
業
務
と
し
て
自
衛
水
防
組
織
が
行
う
業
務
に
係
る
活
動
要
領

に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
円
滑

七

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
地
下
街
等
の
利
用
者
の
洪
水
時
の
円
滑
か

か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要

つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
及
び
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措

な
措
置
に
関
す
る
事
項

置
に
関
す
る
事
項

２

地
下
街
等
の
所
有
者
又
は
管
理
者
は
、
雨
水
出
水
に
係
る
前
項
の
計
画
に
お
い

て
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
と
き
は
、
当
該
地
下
街
等
の
利
用
者
の

全
て
が
安
全
に
避
難
で
き
る
こ
と
を
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
方
法
に
よ
り
確
認

す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
三
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
七
条

（
略
）

（
地
下
街
等
の
自
衛
水
防
組
織
の
設
置
に
係
る
報
告
事
項
）

（
地
下
街
等
の
自
衛
水
防
組
織
の
設
置
に
係
る
報
告
事
項
）

第
十
五
条

法
第
十
五
条
の
二
第
十
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に

第
八
条

法
第
十
五
条
の
二
第
八
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

げ
る
も
の
と
す
る
。
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一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

（
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
避
難
の
確
保
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画

に
定
め
る
べ
き
事
項
）

に
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
六
条

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
（
法
第
十
五
条
第
一

第
九
条

法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
（
法
第
十
五
条
第
一
項

項
第
四
号
ロ
に
規
定
す
る
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用

第
三
号
ロ
に
規
定
す
る
要
配
慮
者
利
用
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
利
用
者

者
の
洪
水
時
等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ

の
洪
水
時
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他

の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば

の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
ら
な
い
。

な
い
。

一

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項

一

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項

二

要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
等
の
避
難
の
誘
導
に
関
す
る
事
項

二

要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時
の
避
難
の
誘
導
に
関
す
る
事
項

三

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
の
施

三

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
の
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
の
施
設

設
の
整
備
に
関
す
る
事
項

の
整
備
に
関
す
る
事
項

四

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
等
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練

四

要
配
慮
者
利
用
施
設
に
お
け
る
洪
水
時
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練
の

の
実
施
に
関
す
る
事
項

実
施
に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
利
用
者
の
洪
水
時

等
の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事

の
円
滑
か
つ
迅
速
な
避
難
の
確
保
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

項
（
自
衛
水
防
組
織
に
関
す
る
規
定
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
つ
い
て
の
準
用
）

（
自
衛
水
防
組
織
に
関
す
る
規
定
の
要
配
慮
者
利
用
施
設
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
十
七
条

第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
自
衛
水

第
十
条

第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
要
配
慮
者
利
用
施
設
の
自
衛
水
防
組
織

防
組
織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
の
二

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
の
二
第
八
項

第
十
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
五
条
の
三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
五
条
の
三
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

る
。

（
大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
定
め

（
大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
定
め

る
べ
き
事
項
）

る
べ
き
事
項
）

第
十
八
条

法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
大
規
模
工
場
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
第

第
十
一
条

法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
の
大
規
模
工
場
等
（
法
第
十
五
条
第
一
項
第

四
号
ハ
に
規
定
す
る
大
規
模
工
場
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
洪
水
時
等
の
浸

三
号
ハ
に
規
定
す
る
大
規
模
工
場
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
洪
水
時
の
浸
水
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水
の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て

の
防
止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
訓
練
そ
の
他
の
措
置
に
関
す
る
計
画
に
お
い
て
は

は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項

一

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
防
災
体
制
に
関
す
る
事
項

二

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
に
関
す

二

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
の
た
め
の
活
動
に
関
す
る

る
事
項

事
項

三

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
設
の

三

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止
を
図
る
た
め
の
施
設
の
整

整
備
に
関
す
る
事
項

備
に
関
す
る
事
項

四

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
等
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練
の
実

四

大
規
模
工
場
等
に
お
け
る
洪
水
時
を
想
定
し
た
防
災
教
育
及
び
訓
練
の
実
施

施
に
関
す
る
事
項

に
関
す
る
事
項

五

（
略
）

五

（
略
）

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
工
場
等
の
洪
水
時
等
の
浸
水
の
防

六

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
大
規
模
工
場
等
の
洪
水
時
の
浸
水
の
防
止

止
を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

を
図
る
た
め
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項

（
自
衛
水
防
組
織
に
関
す
る
規
定
の
大
規
模
工
場
等
に
つ
い
て
の
準
用
）

（
自
衛
水
防
組
織
に
関
す
る
規
定
の
大
規
模
工
場
等
に
つ
い
て
の
準
用
）

第
十
九
条

第
十
三
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
は
、
大
規
模
工
場
等
の
自
衛
水
防
組

第
十
二
条

第
六
条
及
び
第
八
条
の
規
定
は
、
大
規
模
工
場
等
の
自
衛
水
防
組
織
に

織
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
の
二
第
十

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
十
五
条
の
二
第
八
項
」

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

と
あ
る
の
は
、
「
第
十
五
条
の
四
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
氾
濫
に
よ
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
の
作
業
）

（
新
設
）

第
二
十
条

水
防
法
第
三
十
二
条
第
一
項
第
二
号
の
水
防
活
動
を
定
め
る
政
令
（
平

成
二
十
三
年
政
令
第
四
百
二
十
八
号
）
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
作
業

は
、
流
水
が
河
川
外
に
流
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
に
よ
る
災
害
の
発
生
を

防
止
し
、
又
は
災
害
を
軽
減
す
る
た
め
に
器
具
又
は
資
材
を
設
置
し
、
水
流
を
制

御
す
る
作
業
と
す
る
。

第
二
十
一
条

（
略
）

第
十
三
条

（
略
）

第
二
十
二
条

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）
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○

下
水
道
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
建
設
省
令
第
三
十
七
号
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
方
法
）

（
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
方
法
）

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
一
条
の
二

法
第
二
条
の
二
第
二
項
（
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
は
、
次
に
定
め

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
の
作
成
は
、
次
に
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

法
第
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し

一

法
第
二
条
の
二
第
三
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
勘
案
し

、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
た
め
の
下
水
道
の
整
備
の
適
切
な
指

、
公
共
用
水
域
の
水
質
の
保
全
に
資
す
る
た
め
の
下
水
道
の
整
備
の
適
切
な
指

針
と
な
る
よ
う
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

針
と
な
る
よ
う
、
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
。

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）

（
使
用
開
始
等
の
届
出
）

（
使
用
開
始
等
の
届
出
）

第
六
条

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準

第
六
条

法
第
十
一
条
の
二
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
届
出

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
届
出
書

書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

２

法
第
十
一
条
の
二
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
届
出
書
に
よ

よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
施
設
の
設
置
の
届
出
）

（
特
定
施
設
の
設
置
の
届
出
）

第
八
条

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
七
号
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お

第
八
条

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
七
号
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

２

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

２

法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記

場
合
を
含
む
。
第
十
一
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様

様
式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

式
第
六
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

（
略
）

３

（
略
）

（
特
定
施
設
の
使
用
の
届
出
）

（
特
定
施
設
の
使
用
の
届
出
）

第
九
条

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項

第
九
条

法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
及
び
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に

に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は

お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、

、
別
記
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
様
式
第
七
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
）

（
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
届
出
）

第
十
条

法
第
十
二
条
の
四
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

第
十
条

法
第
十
二
条
の
四
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第

合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
八

八
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

（
氏
名
の
変
更
等
の
届
出
）

第
十
二
条

法
第
十
二
条
の
七
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

第
十
二
条

法
第
十
二
条
の
七
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号

場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
法
第
十
二
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又

又
は
第
二
号
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用

は
第
二
号
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る

す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
様

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
事
項
の
変
更
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て
は
別
記
様
式
第

式
第
十
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
、
特
定
施
設
の
使
用
の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ

十
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
、
特
定
施
設
の
使
用
の
廃
止
に
係
る
場
合
に
あ
つ
て

つ
て
は
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
別
記
様
式
第
十
一
に
よ
る
届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
承
継
の
届
出
）

（
承
継
の
届
出
）

第
十
三
条

法
第
十
二
条
の
八
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て

第
十
三
条

法
第
十
二
条
の
八
第
三
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
十
二
に
よ
る
届

届
出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
書
に
よ
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
水
質
の
測
定
等
）

（
水
質
の
測
定
等
）

第
十
五
条

法
第
十
二
条
の
十
二
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
十
五
条

法
第
十
二
条
の
十
二
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
水
質
の
測
定
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
水
質
の
測
定
及
び
そ
の
結
果
の
記
録
は
、
次
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次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
証
明
書
の
様
式
）

（
証
明
書
の
様
式
）

第
十
六
条

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
八
第
一
項
に
お
い
て
準
用

第
十
六
条

法
第
十
三
条
第
二
項
（
法
第
二
十
五
条
の
十
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
四
と
す
る
。

る
場
合
を
含
む
。
）
の
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
十
四
と
す
る
。

（
排
水
設
備
の
設
置
及
び
構
造
に
関
す
る
事
項
）

（
新
設
）

第
十
七
条
の
二

令
第
十
七
条
の
四
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め

る
排
水
設
備
の
設
置
及
び
構
造
に
関
す
る
事
項
は
、
雨
水
貯
留
槽
、
雨
水
浸
透
ま

す
等
の
性
能
又
は
仕
様
及
び
数
量
と
す
る
。

（
管
理
協
定
の
基
準
）

（
新
設
）

第
十
七
条
の
三

法
第
二
十
五
条
の
五
第
二
項
第
二
号
（
法
第
二
十
五
条
の
八
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
基
準
は

、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

協
定
雨
水
貯
留
施
設
の
管
理
の
方
法
に
関
す
る
事
項
は
、
協
定
雨
水
貯
留
施

設
の
維
持
修
繕
そ
の
他
協
定
雨
水
貯
留
施
設
の
適
切
な
管
理
に
必
要
な
事
項
に

つ
い
て
定
め
る
こ
と
。

二

管
理
協
定
の
有
効
期
間
は
、
五
年
以
上
五
十
年
以
下
と
す
る
こ
と
。

三

管
理
協
定
に
違
反
し
た
場
合
の
措
置
は
、
違
反
し
た
者
に
対
し
て
不
当
に
重

い
負
担
を
課
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

（
管
理
協
定
の
縦
覧
に
係
る
公
告
）

（
新
設
）

第
十
七
条
の
四

法
第
二
十
五
条
の
六
第
一
項
（
法
第
二
十
五
条
の
八
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て

、
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
公
報
へ
の
掲
載
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他

の
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

一

管
理
協
定
の
名
称

二

協
定
雨
水
貯
留
施
設
の
名
称
（
そ
の
属
す
る
施
設
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
属
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す
る
施
設
の
名
称
及
び
協
定
雨
水
貯
留
施
設
の
部
分
）

三

管
理
協
定
の
有
効
期
間

四

管
理
協
定
の
縦
覧
場
所

（
管
理
協
定
の
締
結
等
の
公
示
）

（
新
設
）

第
十
七
条
の
五

前
条
の
規
定
は
、
法
第
二
十
五
条
の
七
（
法
第
二
十
五
条
の
八
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
公
示
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
流
域
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
届
出
）

（
流
域
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
届
出
）

第
十
七
条
の
六

都
道
府
県
で
あ
る
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
二
十
五
条
の
十

第
十
七
条
の
二

都
道
府
県
で
あ
る
流
域
下
水
道
管
理
者
は
、
法
第
二
十
五
条
の
三

一
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り

第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事

事
業
計
画
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書

業
計
画
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
届
出
書
に
事
業
計
画
を
記
載
し
た
書
類

類
（
事
業
計
画
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
明

（
事
業
計
画
の
変
更
を
届
け
出
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
変
更
の
内
容
を
明
ら

ら
か
に
す
る
書
類
）
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

か
に
す
る
書
類
）
を
添
付
し
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

ら
な
い
。

な
い
。

（
流
域
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
記
載
方
法
等
）

（
流
域
下
水
道
に
係
る
事
業
計
画
の
記
載
方
法
等
）

第
十
八
条

法
第
二
十
五
条
の
十
二
に
規
定
す
る
事
業
計
画
は
、
別
記
様
式
第
十
五

第
十
八
条

法
第
二
十
五
条
の
四
に
規
定
す
る
事
業
計
画
は
、
別
記
様
式
第
十
五
の

の
事
業
計
画
書
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
に
よ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ

事
業
計
画
書
並
び
に
次
に
掲
げ
る
書
類
及
び
図
面
に
よ
り
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

（
流
域
下
水
道
の
供
用
又
は
処
理
開
始
の
通
知
事
項
）

（
流
域
下
水
道
の
供
用
又
は
処
理
開
始
の
通
知
事
項
）

第
十
九
条

法
第
二
十
五
条
の
十
四
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は

第
十
九
条

法
第
二
十
五
条
の
六
に
規
定
す
る
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
三
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る

第
二
十
三
条

法
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
第
一
号
に
掲
げ
る

も
の
は
地
方
整
備
局
長
に
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
は
地
方
整

も
の
は
地
方
整
備
局
長
に
、
第
二
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
は
地
方
整
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備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に

備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
号
及
び
第
七
号
に

掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
二
十
五
条
の
十
一
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

四

法
第
二
十
五
条
の
三
第
二
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
つ
い
て
協
議
し
、
及
び
同
条
第
四
項
（

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
事
業
計
画
に
つ
い
て
協
議
し
、
及
び
同
条
第
四
項
（
同

同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣

条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
の

の
意
見
を
聴
く
こ
と
。

意
見
を
聴
く
こ
と
。

五

法
第
二
十
五
条
の
十
一
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

五

法
第
二
十
五
条
の
三
第
五
項
（
同
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
受
理
し
、
及
び
同
条
第
六
項
（
同
条
第
七
項
に

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
通
知
す
る

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
環
境
大
臣
に
通
知
す
る
こ

こ
と
。

と
。

六
・
七

（
略
）

六
・
七

（
略
）

様
式
第
一

（第
一
条
関
係

）

様
式
第
一

（第
一
条
関
係

）

（表
紙

）

（表
紙

）

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
書

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
書

備
考

備
考

用
紙
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
を
標
準
と
し

以
下
の
各
表
に
お
い
て
同
様
と

用
紙
は

日
本
工
業
規
格
Ａ
４
を
標
準
と
し

以
下
の
各
表
に
お
い
て
同
様
と

、
、

、
、

す
る
こ
と

。

す
る
こ
と

。

（第
１
表

）

下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針

（第
１
表

）

下
水
道
の
整
備
に
関
す
る
基
本
方
針

（イ

）

整
備
の
目
標
（イ

）

整
備
の
目
標

（ロ

）

整
備
計
画
年
度

平
成
○
○
年
度
よ
り
○
○
年
度
ま
で

（ロ
）

整
備
計
画
年
度

平
成
○
○
年
度
よ
り
○
○
年
度
ま
で

（ハ

）

都
市
別
整
備
方
針

（ハ
）

都
市
別
整
備
方
針

都
予
定
処
理

合
流
式
・
分

計
画
処
理

計
画
下
水
量

摘
要

都
予
定
処
理

合
流
式
・
分

計
画
処
理

計
画
下
水
量

下
水
道
の

摘
要

市
区
の
名
称

流
式
の
別

人
口

（単

（単
位
立
方

市
区
の
名
称

流
式
の
別

人
口

（単

（単
位
立
方

整
備
事
業

名
位
千
人

）

メ
ト
ル
／

名
位
千
人

）

メ
ト
ル
／

の
実
施
順

ー
ー
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日

）

日

）

位

計
計

備
考

備
考

「予
定
処
理
区

」と
は

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
お
い
て

そ
れ
ぞ

「予
定
処
理
区

」と
は

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
お
い
て

そ
れ
ぞ

、
、

、
、

れ
の
終
末
処
理
場
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
下
水
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

れ
の
終
末
処
理
場
に
よ
り
処
理
さ
れ
る
下
水
を
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

さ
れ
て
い
る
地
域
を
い
う

。

さ
れ
て
い
る
地
域
を
い
う

。

（ニ

）

水
質
環
境
基
準
の
水
域
類
型
指
定
と
達
成
予
定
年
度

（ニ

）

水
質
環
境
基
準
の
水
域
類
型
指
定
と
達
成
予
定
年
度

水
水
域

低
水
量
又
は

目
標

同
左
達
成

暫
定
目
標

同
左
達
成

摘
要

水
水
域

低
水
量
又
は

目
標

同
左
達
成

暫
定
目
標

同
左
達
成

摘
要

域
類
型

低
水
位

（単
類
型

予
定
年
度

類
型

予
定
年
度

域
類
型

低
水
位

（単
類
型

予
定
年
度

類
型

予
定
年
度

名
指
定

位
立
方
メ

名
指
定

位
立
方
メ

ー
ー

区
間

ト
ル
／
秒
又

区
間

ト
ル
／
秒
又

は
メ

ト
ル

は
メ

ト
ル

ー
ー

）

）

備
考

備
考

「低
水
位

」は
東
京
湾
中
等
潮
位
を
基
準
と
す
る
こ
と

。

「低
水
位

」は
東
京
湾
中
等
潮
位
を
基
準
と
す
る
こ
と

。

、
、

（削
除

）

（第
２
表

）

主
要
な
排
水
施
設

（二
以
上
の
市
町
村
の
区
域
に
お
け
る
下
水
を
排

除
す
る
幹
線
管
渠
を
い
う

。

）

き
よ

位
置

名
称

摘
要

、

起
点

終
点
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備
考

「位
置

」の
欄
は

市
町
村
名
を
記
載
す
る
こ
と

。

、

（第
２
表

）

処
理
施
設

（第
３
表

）

処
理
施
設

名
位

予
処

処
理
能

削
減
目
標

削
減
方
法

放
摘

名
位

予
処

処
理
能

削
減
目
標

削
減
方
法

放
摘

称
置

定
理

力

（単
量

（単
位

流
要

称
置

定
理

力

（単
量

（単
位

流
要

処
方

位
立

キ
ロ
グ

当
該
終
末

削
減
目
標
量
の

先
処

方
位

立
キ
ロ
グ

当
該
終
末

削
減
目
標
量
の

先

理
法

方
メ

ラ
ム
／
日

処
理
場
に

一
部
に
相
当
す

の
理

法
方
メ

ラ
ム
／
日

処
理
場
に

一
部
に
相
当
す

の
ー

ー

区
ト
ル
／

）

お
い
て
削

る
も
の
と
し
て

名
区

ト
ル
／

）

お
い
て
削

る
も
の
と
し
て

名

の
日

減
さ
れ
る

他
の
終
末
処
理

称
の

日

）

減
さ
れ
る

他
の
終
末
処
理

称

名
放
流
水
の

場
に
お
い
て
削

及
名

放
流
水
の

場
に
お
い
て
削

及

称
窒
素
含
有

減
さ
れ
る
放
流

び
称

窒
素
含
有

減
さ
れ
る
放
流

び

量
又
は
燐

水
の
窒
素
含
有

位
量
又
は
燐

水
の
窒
素
含
有

位

り

ん

り

ん

含
有
量

（

量
又
は
燐
含
有

置
含
有
量

（

量
又
は
燐
含
有

置
り

ん

り

ん

単
位

キ
量

（単
位

キ
単
位

キ
量

（単
位

キ

ロ
グ
ラ
ム

ロ
グ
ラ
ム
／
日

ロ
グ
ラ
ム

ロ
グ
ラ
ム
／
日

／
日

）

）

／
日

）

）

備
考

備
考

１

「位
置

」の
欄
は

市
町
村
名
を
記
載
す
る
こ
と

。

１
「位

置

」の
欄
は

市
町
村
名
を
記
載
す
る
こ
と

。

、
、

２

「処
理
方
法

」の
欄
は

令
第
５
条
の
５
第
１
項
第
２
号
の
表
の
下
欄
に
掲

２
「処

理
方
法

」の
欄
は

令
第
５
条
の
５
第
１
項
第
２
号
の
表
の
下
欄
に
掲

、
、

げ
る
方
法
そ
の
他
の
下
水
を
処
理
す
る
方
法
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

。

げ
る
方
法
そ
の
他
の
下
水
を
処
理
す
る
方
法
の
名
称
を
記
載
す
る
こ
と

。

３

「削
減
目
標
量

」及
び

「削
減
方
法

」の
欄
は

令
第
２
条
の
２
に
規
定
す

３

「削
減
目
標
量

」及
び

「削
減
方
法

」の
欄
は

令
第
２
条
の
２
に
規
定
す

、
、

る
要
件
に
該
当
す
る
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
記

る
要
件
に
該
当
す
る
公
共
の
水
域
又
は
海
域
に
つ
い
て
定
め
ら
れ
る
場
合
に
記
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載
す
る
こ
と

。

載
す
る
こ
と

。

４
法
第
２
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
は

同
条
第
５

４
法
第
２
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
は

同
条
第
５

、
、

項
に
規
定
す
る
事
項
を
別
表
に
記
載
す
る
こ
と

。

項
に
規
定
す
る
事
項
を
別
表
に
記
載
す
る
こ
と

。

５
「放

流
先
の
名
称
及
び
位
置

」の
欄
は

放
流
先
の
名
称
に
つ
い
て
は
河
川

５

「放
流
先
の
名
称
及
び
位
置

」の
欄
は

放
流
先
の
名
称
に
つ
い
て
は
河
川

、
、

等
の
名
称
を
記
載
し

放
流
先
の
位
置
に
つ
い
て
は
左
右
岸
の
別
及
び
水
質
基

等
の
名
称
を
記
載
し

放
流
先
の
位
置
に
つ
い
て
は
左
右
岸
の
別
及
び
水
質
基

、
、

点
主
要
な
支
川
合
流
点
又
は
主
要
な
取
水
点
と
の
上
下
流
関
係
を
明
ら
か
に

点
主
要
な
支
川
合
流
点
又
は
主
要
な
取
水
点
と
の
上
下
流
関
係
を
明
ら
か
に

、
、

し
て
記
載
す
る
こ
と

。

し
て
記
載
す
る
こ
と

。

６

「摘
要

」の
欄
は

計
画
下
水
量
並
び
に
整
備
計
画
年
度
の
最
終
年
次
に
お

６

「摘
要

」の
欄
は

計
画
下
水
量
並
び
に
整
備
計
画
年
度
の
最
終
年
次
に
お

、
、

け
る
放
流
水
の
予
定
水
質

（計
画
処
理
水
質

）及
び
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理

け
る
放
流
水
の
予
定
水
質

（計
画
処
理
水
質

）及
び
処
理
施
設
に
お
い
て
処
理

す
べ
き
下
水
の
予
定
水
質

（計
画
流
入
水
質

）を
記
載
す
る
こ
と

。季
節
に
応

す
べ
き
下
水
の
予
定
水
質

（計
画
流
入
水
質

）を
記
載
す
る
こ
と

。

じ
計
画
処
理
水
質
を
変
更
す
る
場
合
に
は

整
備
計
画
年
度
の
最
終
年
次
に

、
、

お
け
る
季
節
別
の
放
流
水
の
予
定
水
質

（季
節
別
処
理
水
質

）を
も
記
載
す
る

こ
と

。

（別
表

）

（別
表

）

法
第
２
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

左
欄
の
申
出
に
同
意
し
た
他
の
地
方
公
共
団

法
第
２
条
の
２
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
申
出

左
欄
の
申
出
に
同
意
し
た
他
の
地
方
公
共
団

に
係
る
高
度
処
理
終
末
処
理
場

体
が
管
理
す
る
特
定
終
末
処
理
場

に
係
る
高
度
処
理
終
末
処
理
場

体
が
管
理
す
る
特
定
終
末
処
理
場

名
当
該
高

当
該
申

当
該
高

摘
名

当
該

削
減
目
標

当
該
高
度

摘
名

当
該
高

当
該
申

当
該
高

摘
名

当
該

削
減
目
標

当
該
高
度

摘

称
度
処
理

出
に
係

度
処
理

要
称

特
定

量
の
一
部

処
理
終
末

要
称

度
処
理

出
に
係

度
処
理

要
称

特
定

量
の
一
部

処
理
終
末

要

終
末
処

る
放
流

終
末
処

終
末

に
相
当
す

処
理
場
の

終
末
処

る
放
流

終
末
処

終
末

に
相
当
す

処
理
場
の

理
場
を

水
の
窒

理
場
の

処
理

る
も
の
と

設
置

改
理
場
を

水
の
窒

理
場
の

処
理

る
も
の
と

設
置

改
、

、

管
理
す

素
含
有

設
置

場
を

し
て
左
欄

築
修
繕

管
理
す

素
含
有

設
置

場
を

し
て
左
欄

築
修
繕

、
、

、
、

る
地
方

量
又
は

改
築

管
理

の
申
出
に

維
持
そ

る
地
方

量
又
は

改
築

管
理

の
申
出
に

維
持
そ

、
、

、
、

公
共
団

燐
含
有

修
繕

す
る

係
る
高
度

の
他
の
管

公
共
団

燐
含
有

修
繕

す
る

係
る
高
度

の
他
の
管

り

ん

り

ん

、
、

体
の
名

量

（単
維
持
そ

他
の

処
理
終
末

理
に
要
す

体
の
名

量

（単
維
持
そ

他
の

処
理
終
末

理
に
要
す

称
位

キ
の
他
の

地
方

処
理
場
に

る
費
用
の

称
位

キ
の
他
の

地
方

処
理
場
に

る
費
用
の

ロ
グ
ラ

管
理
に

公
共

お
い
て
削

予
定
額
の

ロ
グ
ラ

管
理
に

公
共

お
い
て
削

予
定
額
の

ム
／
日

要
す
る

団
体

減
さ
れ
る

う
ち

当
ム
／
日

要
す
る

団
体

減
さ
れ
る

う
ち

当
、

、

）

費
用
の

の
名

放
流
水
の

該
他
の
地

）

費
用
の

の
名

放
流
水
の

該
他
の
地
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予
定
額

称
窒
素
含
有

方
公
共
団

予
定
額

称
窒
素
含
有

方
公
共
団

（単
位

量
又
は
燐

体
が
負
担

（単
位

量
又
は
燐

体
が
負
担

り

ん

り

ん

百
万

含
有
量

（

す
る
額

（

百
万

含
有
量

（

す
る
額

（

円

）

単
位

キ
単
位

百
円

）

単
位

キ
単
位

百

ロ
グ
ラ
ム

万
円

）

ロ
グ
ラ
ム

万
円

）

／
日

）

／
日

）

（第
３
表

）

中
期
的
な
整
備
方
針

（新
設

）

（イ

）

中
期
整
備
計
画
年
度

平
成
○
○
年
度
よ
り
○
○
年
度
ま
で

（ロ

）

処
理
施
設
別
中
期
整
備
方
針

都
市
名

予
定
処
理
区

処
理
施
設

中
期
的
な
整
備
の
目
標

下
水
道
の
整

の
名
称

の
名
称

備
事
業
の
実

施
順
位
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○

日
本
下
水
道
事
業
団
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
建
設
省
令
第
二
十
八
号
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

（
業
務
方
法
書
の
記
載
事
項
）

第
一
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
一
項

第
一
条

日
本
下
水
道
事
業
団
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
七
条
第
一
項

の
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
業
務
方
法
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
建
設
に
関
す
る
事

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
建
設
に
関
す
る
事
項

項
二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
下
水
道
工
事
に
関
す
る
事

項
三

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
設
計
、
監
督
管
理
及
び
維
持
管

二

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
計
、
監
督
管
理
及
び
維
持
管

理
に
関
す
る
事
項

理
に
関
す
る
事
項

四

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
維
持
又
は
修
繕
に
関
す
る
工
事

に
関
す
る
事
項

五

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
技
術
的
援
助
に
関
す
る
事
項

三

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
技
術
的
援
助
に
関
す
る
事
項

六

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
技
術
検

四

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
養
成
及
び
訓
練
並
び
に
技
術
検

定
に
関
す
る
事
項

定
に
関
す
る
事
項

七

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
研
究
、
調
査
及
び
試
験
並
び
に

五

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
研
究
、
調
査
及
び
試
験
並
び
に

普
及
に
関
す
る
事
項

普
及
に
関
す
る
事
項

八

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
建
設
及
び
技
術
的
援
助
に
関
す

六

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
建
設
及
び
技
術
的
援
助
に
関
す

る
事
項

る
事
項

九

（
略
）

七

（
略
）

（
特
定
下
水
道
工
事
の
公
告
）

（
新
設
）

第
二
条

法
第
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報

に
掲
載
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

特
定
下
水
道
の
種
類
及
び
名
称

二

工
事
の
区
域
又
は
区
間
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三

工
事
の
種
類

四

工
事
の
開
始
の
日

２

前
項
の
規
定
は
、
法
第
三
十
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
四
号
中
「
開
始
」
と
あ
る
の
は
、
「
完
了
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条

（
略
）

第
二
条

（
略
）

（
経
理
区
分
）

（
経
理
区
分
）

第
四
条

事
業
団
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
て
整
理
し
な
け

第
三
条

事
業
団
は
、
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
り
経
理
を
区
分
し
て
整
理
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

一

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
業
務
及
び
こ
れ

ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理

ら
に
附
帯
す
る
業
務
並
び
に
同
項
第
七
号
に
掲
げ
る
業
務
に
係
る
経
理

二

（
略
）

二

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

第
五
条
～
第
八
条

（
略
）

第
三
条
の
二
～
第
五
条

（
略
）

（
収
入
支
出
予
算
）

（
収
入
支
出
予
算
）

第
九
条

毎
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
団
の
全
て
の
収
入
及
び
支
出
は
、
収
入
支
出

第
六
条

毎
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
団
の
す
べ
て
の
収
入
及
び
支
出
は
、
収
入
支

予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
予
算
に
計
上
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
予
算
の
添
付
書
類
）

（
予
算
の
添
附
書
類
）

第
十
条

事
業
団
は
、
法
第
三
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
に
つ
い
て
国
土
交
通
大

第
七
条

事
業
団
は
、
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
に
つ
い
て
国
土
交
通
大
臣

臣
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
提
出
し

の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
附
し
て
提
出
し
な

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
に
つ
い
て
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る

る
と
き
は
、
第
一
号
の
書
類
は
、
添
付
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

と
き
は
、
第
一
号
の
書
類
は
、
添
附
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）
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第
十
一
条

（
略
）

第
八
条

（
略
）

（
債
務
を
負
担
す
る
行
為
）

（
債
務
を
負
担
す
る
行
為
）

第
十
二
条

事
業
団
は
、
支
出
予
算
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
け
る
も
の
の
ほ
か
、
法

第
九
条

事
業
団
は
、
支
出
予
算
の
金
額
の
範
囲
内
に
お
け
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第

第
二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
毎
事

二
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
業
務
を
行
な
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
毎
事

業
年
度
、
予
算
を
も
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
金
額
の
範
囲
内
に
お

業
年
度
、
予
算
を
も
つ
て
国
土
交
通
大
臣
の
認
可
を
受
け
た
金
額
の
範
囲
内
に
お

い
て
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い
て
、
翌
年
度
以
降
に
わ
た
る
債
務
を
負
担
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
予
算
の
流
用
等
）

（
予
算
の
流
用
等
）

第
十
三
条

事
業
団
は
、
支
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
予
算
に
定
め
る
目
的
の
ほ

第
十
条

事
業
団
は
、
支
出
予
算
に
つ
い
て
は
、
当
該
予
算
に
定
め
る
目
的
の
ほ
か

か
に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
の
実
施
上
適
当
か
つ
必
要
で
あ
る

に
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
予
算
の
実
施
上
適
当
か
つ
必
要
で
あ
る
と

と
き
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
流
用
す
る

き
は
、
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
彼
此
流
用
す
る
こ

こ
と
が
で
き
る
。

と
が
で
き
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

第
十
四
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

（
決
算
報
告
書
）

（
決
算
報
告
書
）

第
十
五
条

法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
決
算
報
告
書
は
、
収
入
支
出
決
算
書
及
び
債

第
十
二
条

法
第
三
十
一
条
第
二
項
の
決
算
報
告
書
は
、
収
入
支
出
決
算
書
及
び
債

務
に
関
す
る
計
算
書
と
す
る
。

務
に
関
す
る
計
算
書
と
す
る
。

２

前
項
の
決
算
報
告
書
に
は
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
総
則
に
規
定
し
た
事

２

前
項
の
決
算
報
告
書
に
は
、
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
予
算
総
則
に
規
定
し
た
事

項
に
係
る
予
算
の
実
施
の
結
果
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
係
る
予
算
の
実
施
の
結
果
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
六
条
・
第
十
七
条

（
略
）

第
十
三
条
・
第
十
四
条

（
略
）

（
借
入
金
の
認
可
）

（
借
入
金
の
認
可
）

第
十
八
条

事
業
団
は
、
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
借
入
金
又
は

第
十
五
条

事
業
団
は
、
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
長
期
借
入
金
又
は

短
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
入
れ
の
日
の
二

短
期
借
入
金
の
借
入
れ
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
借
入
れ
の
日
の
二

十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

十
日
前
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
国
土
交
通
大
臣
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

２

前
項
の
規
定
は
、
事
業
団
が
法
第
四
十
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

２

前
項
の
規
定
は
、
事
業
団
が
法
第
三
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

借
換
え
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

借
換
え
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

（
重
要
な
財
産
）

（
重
要
な
財
産
）

第
十
九
条

法
第
四
十
六
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
土
地
及

第
十
六
条

法
第
三
十
九
条
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
重
要
な
財
産
は
、
土
地
及

び
建
物
並
び
に
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
そ
の
他
の
財
産
と
す
る
。

び
建
物
並
び
に
国
土
交
通
大
臣
が
指
定
す
る
そ
の
他
の
財
産
と
す
る
。

（
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
の
申
請
）

（
重
要
な
財
産
の
処
分
等
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
条

事
業
団
は
、
法
第
四
十
六
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

第
十
七
条

事
業
団
は
、
法
第
三
十
九
条
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

第
二
十
一
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

（
不
動
産
登
記
規
則
の
準
用
）

（
新
設
）

第
二
十
二
条

不
動
産
登
記
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
四
十
三

条
第
一
項
第
四
号
（
同
規
則
第
五
十
一
条
第
八
項
、
第
六
十
五
条
第
九
項
、
第
六

十
八
条
第
十
項
及
び
第
七
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
六
十
三
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、
第
六
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四

号
並
び
に
第
百
八
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
事
業
団
を
地
方
公
共
団

体
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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○

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

（
確
認
申
請
書
の
様
式
）

第
一
条
の
三

（
略
）

第
一
条
の
三

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
建
築

４

法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の
申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
建
築

設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

設
備
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
の

申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。

申
請
書
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
と
す
る
。

一

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

一

別
記
第
二
号
様
式
に
よ
る
正
本
一
通
及
び
副
本
一
通
に
、
そ
れ
ぞ
れ
、
次
に

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

掲
げ
る
図
書
及
び
書
類
を
添
え
た
も
の
（
正
本
に
添
え
る
図
書
に
あ
つ
て
は
、

当
該
図
書
の
設
計
者
の
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
。

当
該
図
書
の
設
計
者
の
記
名
及
び
押
印
が
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
。

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
次
の

及
び

に

ハ

申
請
に
係
る
建
築
物
の
計
画
に
含
ま
れ
る
建
築
設
備
が
次
の

及
び

に

（1）

（2）

（1）

（2）

掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

及
び

に

掲
げ
る
建
築
設
備
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該

及
び

に

（1）

（2）

（1）

（2）

定
め
る
図
書
及
び
書
類

定
め
る
図
書
及
び
書
類

次
の
表
一
の
各
項
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
設
備

当
該
各
項
の
（

次
の
表
一
の
各
項
の
（
い
）
欄
に
掲
げ
る
建
築
設
備

当
該
各
項
の
（

（1）

（1）

ろ
）
欄
に
掲
げ
る
図
書

ろ
）
欄
に
掲
げ
る
図
書

（
略
）

（
略
）

（2）

（2）

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

一.

一.

（
い
）

（
ろ
）

（
い
）

（
ろ
）

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

図
書
の
種
類

明
示
す
べ
き
事
項

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
十
五

下
水
道
法
第
二
十
五

配
置
図

下
水
道
法
第
二
十
五
条
の
二

（
新
設

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

）

条
の
二
の
規
定
が
適

に
規
定
す
る
排
水
設
備
（
以

）

用
さ
れ
る
排
水
設
備

下
こ
の
項
に
お
い
て
単
に
「

排
水
設
備
」
と
い
う
。
）
の

配
置

下
水
道
法
第
二

当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基

十
五
条
の
二
の

準
に
係
る
排
水
設
備
に
関
す

条
例
の
規
定
に

る
事
項

適
合
す
る
こ
と

の
確
認
に
必
要

な
図
書

（
十
六

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
十
五

（
略
）

（
略
）

（
略
）

）
～
（

）
～
（

十
八
）

十
七
）

（
十
九

特
定
都
市
河
川
浸
水

（
略
）

（
略
）

（
十
八

特
定
都
市
河
川
浸

（
略
）

（
略
）

）

被
害
対
策
法
（
平
成

）

水
被
害
対
策
法
（

十
五
年
法
律
第
七
十

特
定
都
市
河
川

当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
た
基

平
成
十
五
年
法
律

特
定
都
市
河
川

当
該
条
例
で
定
め
ら
れ
た
制
限

七
号
）
第
八
条
の
規

浸
水
被
害
対
策

準
に
係
る
排
水
設
備
に
関
す

第
七
十
七
号
）
第

浸
水
被
害
対
策

に
係
る
排
水
設
備
に
関
す
る
事

定
が
適
用
さ
れ
る
排

法
第
八
条
の
条

る
事
項

八
条
の
規
定
が
適

法
第
八
条
の
条

項

水
設
備

例
の
規
定
に
適

用
さ
れ
る
排
水
設

例
で
定
め
ら
れ

合
す
る
こ
と
の

備

た
制
限
に
適
合

確
認
に
必
要
な

す
る
こ
と
の
確

図
書

認
に
必
要
な
図

書

（
略
）

（
略
）

二.

二.
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５
～

（
略
）

５
～

（
略
）

11

11
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○

広
域
的
地
域
活
性
化
の
た
め
の
基
盤
整
備
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
国
土
交
通
省
令
第
七
十
四
号
）
（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
が
適
合
す
べ
き
拠
点
施
設
関
連
基
盤
施
設

（
広
域
的
地
域
活
性
化
基
盤
整
備
計
画
が
適
合
す
べ
き
拠
点
施
設
関
連
基
盤
施
設

整
備
事
業
に
関
す
る
方
針
又
は
計
画
）

整
備
事
業
に
関
す
る
方
針
又
は
計
画
）

第
七
条

法
第
五
条
第
三
項
第
五
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
拠
点
施
設

第
七
条

法
第
五
条
第
三
項
第
五
条
第
四
項
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
拠
点
施
設

関
連
基
盤
施
設
整
備
事
業
に
関
す
る
方
針
又
は
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

関
連
基
盤
施
設
整
備
事
業
に
関
す
る
方
針
又
は
計
画
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

る
。

る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る

三

下
水
道
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
七
十
九
号
）
第
二
条
の
二
に
規
定
す
る

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条

流
域
別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
並
び
に
同
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第
二
十
五
条

の
十
一
第
一
項
の
認
可
に
係
る
事
業
計
画

の
三
第
一
項
の
認
可
に
係
る
事
業
計
画

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）
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○

国
土
交
通
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
一
号
）
（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
河
川
保
全
企
画
室
、
流
水
管
理
室
及
び
水
防
企
画
室
並
び
に
河
川
環
境
保
全
調

（
河
川
保
全
企
画
室
、
流
水
管
理
室
及
び
水
防
企
画
室
並
び
に
河
川
環
境
保
全
調

整
官
、
水
防
企
画
官
及
び
水
防
調
整
官
）

整
官
、
水
防
企
画
官
及
び
水
防
調
整
官
）

第
六
十
条

（
略
）

第
六
十
条

（
略
）

２

河
川
保
全
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

河
川
保
全
企
画
室
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

洪
水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報
に
関
す
る
こ
と
。

三

洪
水
予
報
、
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報
に
関
す
る
こ
と
。

３
～
５

（
略
）

３
～
５

（
略
）

６

水
防
企
画
室
は
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
並
び
に
河
川
保
全
企
画
室
、

６

水
防
企
画
室
は
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
並
び
に
河
川
保
全
企
画
室
、

水
防
企
画
官
及
び
水
防
調
整
官
並
び
に
下
水
道
部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

水
防
企
画
官
及
び
水
防
調
整
官
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
つ
か
さ
ど

。
）
を
つ
か
さ
ど
る
。

る
。

７
・
８

（
略
）

７
・
８

（
略
）

９

水
防
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
及
び
下
水
道

９

水
防
企
画
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
の
所
掌
に
属

部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
水
防
活
動
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
水
防
活
動
の
円
滑
な
実
施
の
確
保
に
関
す
る
重
要
事
項

す
る
重
要
事
項
に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に
指
導
に
関
す
る
事
務

に
つ
い
て
の
企
画
及
び
立
案
、
調
整
並
び
に
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

を
つ
か
さ
ど
る
。

。

水
防
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
及
び
下
水
道

水
防
調
整
官
は
、
命
を
受
け
て
、
水
防
に
関
す
る
事
務
（
水
政
課
の
所
掌
に
属

10

10

部
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
水
防
に
係
る
組
織
に
対
す
る
支
援
に
関

す
る
も
の
を
除
く
。
）
で
水
防
に
係
る
組
織
に
対
す
る
支
援
に
関
す
る
特
定
事
項

す
る
特
定
事
項
に
つ
い
て
の
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

に
つ
い
て
の
調
整
及
び
指
導
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
流
域
下
水
道
計
画
調
整
官
）

（
流
域
下
水
道
計
画
調
整
官
）

第
六
十
二
条
の
六

（
略
）

第
六
十
二
条
の
六

（
略
）

２

流
域
下
水
道
計
画
調
整
官
は
、
流
域
管
理
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
流
域

２

流
域
下
水
道
計
画
調
整
官
は
、
流
域
管
理
官
の
つ
か
さ
ど
る
職
務
の
う
ち
流
域

別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
係
る
も
の
、
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
の
施

別
下
水
道
整
備
総
合
計
画
に
係
る
も
の
及
び
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
の

行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
下
水
道
に
係
る
も
の
及
び
雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
に

施
行
に
関
す
る
事
務
の
う
ち
下
水
道
に
係
る
も
の
を
助
け
る
。

係
る
も
の
を
助
け
る
。
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○

地
方
整
備
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
一
号
）
（
第
七
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

（
建
政
部
の
所
掌
事
務
）

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
七
条

建
政
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
四
十

（
略
）

一
～
四
十

（
略
）

四
十
一

雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
に
関
す
る
こ
と
。

四
十
二
～
四
十
七

（
略
）

四
十
一
～
四
十
六

（
略
）

（
河
川
部
の
所
掌
事
務
）

（
河
川
部
の
所
掌
事
務
）

第
八
条

河
川
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
条

河
川
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
三
十
三

（
略
）

一
～
三
十
三

（
略
）

三
十
四

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
（
建
政
部
の
所

三
十
四

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
。

掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

三
十
五

（
略
）

三
十
五

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

（
都
市
・
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
四
条

都
市
・
住
宅
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
八
十
四
条

都
市
・
住
宅
整
備
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
八

（
略
）

一
～
十
八

（
略
）

十
九

雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
に
関
す
る
こ
と
。

二
十
～
二
十
五

（
略
）

十
九
～
二
十
四

（
略
）

（
都
市
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

（
都
市
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
五
条

都
市
整
備
課
は
、
前
条
第
四
号
か
ら
第
二
十
号
ま
で
（
第
五
号
、
第

第
八
十
五
条

都
市
整
備
課
は
、
前
条
第
四
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
（
第
五
号
、
第

七
号
（
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
十
七
号
に
あ
っ

七
号
（
防
災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
第
十
七
号
に
あ
っ

て
は
、
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

て
は
、
住
宅
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務
並
び
に

防
災
街
区
整
備
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
防
災
都
市
施
設
の
整
備

防
災
街
区
整
備
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ
た
防
災
都
市
施
設
の
整
備
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を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

を
伴
う
も
の
に
限
る
。
）
の
助
成
及
び
監
督
に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

（
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

（
住
宅
整
備
課
の
所
掌
事
務
）

第
八
十
六
条

住
宅
整
備
課
は
、
第
八
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号

第
八
十
六
条

住
宅
整
備
課
は
、
第
八
十
四
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
、
第
七
号

（
個
人
施
行
者
、
市
街
地
再
開
発
組
合
、
防
災
街
区
計
画
整
備
組
合
及
び
地
方
住

（
個
人
施
行
者
、
市
街
地
再
開
発
組
合
、
防
災
街
区
計
画
整
備
組
合
及
び
地
方
住

宅
供
給
公
社
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ

宅
供
給
公
社
が
施
行
す
る
市
街
地
再
開
発
事
業
（
都
市
計
画
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
重
要
な
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
並
び
に
防

た
重
要
な
公
共
施
設
の
整
備
を
伴
う
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
も
の
並
び
に
防

災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
（
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

災
街
区
整
備
事
業
に
関
す
る
も
の
（
都
市
整
備
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く

。
）
に
限
る
。
）
、
第
十
七
号
（
建
築
士
に
係
る
措
置
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

。
）
に
限
る
。
）
、
第
十
七
号
（
建
築
士
に
係
る
措
置
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。

）
並
び
に
第
二
十
一
号
及
び
第
二
十
二
号
か
ら
第
二
十
五
号
ま
で
（
関
東
地
方
整

）
並
び
に
第
二
十
号
及
び
第
二
十
一
号
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
（
関
東
地
方
整
備

備
局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の

局
及
び
近
畿
地
方
整
備
局
に
あ
っ
て
は
、
建
築
安
全
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を

を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

除
く
。
）
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
地
域
河
川
課
の
所
掌
事
務
）

（
地
域
河
川
課
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
条

地
域
河
川
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
条

地
域
河
川
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

高
潮
浸
水
想
定
区
域
及
び
津
波
浸
水
想
定
に
関
す
る
こ
と
。

七

海
岸
に
係
る
水
防
に
関
す
る
こ
と
。

（
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

（
水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
の
所
掌
事
務
）

第
九
十
四
条

水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
九
十
四
条

水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
（
建
政
部
及
び
地
域
河

一

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
（
地
域
河
川
課
の
所
掌

川
課
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二

（
略
）

二

（
略
）

別
表
第
五
（
第
十
一
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
百
四
十
条
関
係
）

別
表
第
五
（
第
十
一
条
、
第
百
三
十
条
及
び
第
百
四
十
条
関
係
）

所
属

名
称

位
置

管
轄
区
域

所
掌
事
務

所
属

名
称

位
置

管
轄
区
域

所
掌
事
務

地
方

地
方

整
備

整
備
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局

局

東

北

青
森
河

青
森
市

岩
木
川
（
津
軽
ダ
ム
工

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

東

北

青
森
河

青
森
市

岩
木
川
（
津
軽
ダ
ム
工

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

地

方

川
国
道

事
事
務
所
及
び
浅
瀬
石

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

地

方

川
国
道

事
事
務
所
及
び
浅
瀬
石

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

整

備

事
務
所

川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

整

備

事
務
所

川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

局

区
域
を
除
く
。
）
及
び

警
報

局

区
域
を
除
く
。
）
及
び

馬
淵
川

馬
淵
川

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

北
上
川

石
巻
市

北
上
川
下
流
（
鳴
子
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

北
上
川

石
巻
市

北
上
川
下
流
（
鳴
子
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

下
流
河

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

下
流
河

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

川
事
務

を
除
く
。
）
及
び
鳴
瀬

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

川
事
務

を
除
く
。
）
及
び
鳴
瀬

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

所

川
（
鳴
瀬
川
総
合
開
発

警
報

所

川
（
鳴
瀬
川
総
合
開
発

調
査
事
務
所
の
管
轄
区

調
査
事
務
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）

域
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

秋
田
河

秋
田
市

雄
物
川
下
流
（
秋
田
市

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

秋
田
河

秋
田
市

雄
物
川
下
流
（
秋
田
市

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

境
か
ら
下
流
）
及
び
子

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

境
か
ら
下
流
）
及
び
子

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

吉
川
（
鳥
海
ダ
ム
工
事

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

吉
川
（
鳥
海
ダ
ム
工
事

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

警
報

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

除
く
。
）

除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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湯
沢
河

湯
沢
市

雄
物
川
上
流
（
成
瀬
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

湯
沢
河

湯
沢
市

雄
物
川
上
流
（
成
瀬
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

ム
工
事
事
務
所
及
び
玉

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

ム
工
事
事
務
所
及
び
玉

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

川
ダ
ム
管
理
所
の
管
轄

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

区
域
を
除
く
。
）

警
報

区
域
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

新
庄
河

新
庄
市

最
上
川
中
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

新
庄
河

新
庄
市

最
上
川
中
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

関

東

常
陸
河

水
戸
市

久
慈
川
及
び
那
珂
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

関

東

常
陸
河

水
戸
市

久
慈
川
及
び
那
珂
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

地

方

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

地

方

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

整

備

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

整

備

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

局

警
報

局

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

霞
ヶ
浦

潮
来
市

常
陸
利
根
川
（
外
浪
逆

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

霞
ヶ
浦

潮
来
市

常
陸
利
根
川
（
外
浪
逆

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

浦
を
含
む
。
）
、
鰐
川

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

浦
を
含
む
。
）
、
鰐
川

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特
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務
所

、
北
浦
、
横
利
根
川
及

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

、
北
浦
、
横
利
根
川
及

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

び
霞
ヶ
浦

警
報

び
霞
ヶ
浦

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

渡
良
瀬

足
利
市

渡
良
瀬
川
（
栃
木
市
藤

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

渡
良
瀬

足
利
市

渡
良
瀬
川
（
栃
木
市
藤

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
河
川

岡
町
字
山
合
五
千
八
百

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
河
川

岡
町
字
山
合
五
千
八
百

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

八
十
三
番
地
先
の
東
武

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

八
十
三
番
地
先
の
東
武

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

鉄
道
鉄
橋
か
ら
上
流
）

警
報

鉄
道
鉄
橋
か
ら
上
流
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

江
戸
川

野
田
市

北
千
葉
導
水
路
（
流
山

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

江
戸
川

野
田
市

北
千
葉
導
水
路
（
流
山

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

市
大
字
駒
木
字
駒
木
橋

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

市
大
字
駒
木
字
駒
木
橋

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

上
百
五
十
九
番
一
か
ら

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

上
百
五
十
九
番
一
か
ら

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

同
市
野
々
下
字
後
田
六

警
報

同
市
野
々
下
字
後
田
六

百
三
十
二
番
の
六
の
八

百
三
十
二
番
の
六
の
八

木
南
橋
ま
で
の
区
間
）

木
南
橋
ま
で
の
区
間
）

、
利
根
運
河
、
江
戸
川

、
利
根
運
河
、
江
戸
川

、
坂
川
、
中
川
及
び
綾

、
坂
川
、
中
川
及
び
綾

瀬
川
（
荒
川
下
流
河
川

瀬
川
（
荒
川
下
流
河
川

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

除
く
。
）

除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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京
浜
河

横
浜
市

多
摩
川
、
鶴
見
川
及
び

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

京
浜
河

横
浜
市

多
摩
川
、
鶴
見
川
及
び

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
事
務

相
模
川
（
相
模
川
水
系

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
事
務

相
模
川
（
相
模
川
水
系

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

所

広
域
ダ
ム
管
理
事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

所

広
域
ダ
ム
管
理
事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

の
管
轄
区
域
を
除
く
。

警
報

の
管
轄
区
域
を
除
く
。

）

）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

甲
府
河

甲
府
市

富
士
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

甲
府
河

甲
府
市

富
士
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

北

陸

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

北

陸

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

地

方

地

方

整

備

阿
賀
野

新
潟
市

阿
賀
野
川
下
流
（
新
潟

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

整

備

阿
賀
野

新
潟
市

阿
賀
野
川
下
流
（
新
潟

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

局

川
河
川

県
境
か
ら
下
流
）

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

局

川
河
川

県
境
か
ら
下
流
）

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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富
山
河

富
山
市

常
願
寺
川
、
神
通
川
、

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

富
山
河

富
山
市

常
願
寺
川
、
神
通
川
、

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

庄
川
（
利
賀
ダ
ム
工
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

庄
川
（
利
賀
ダ
ム
工
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

事
務
所
の
管
轄
区
域
を

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

除
く
。
）
及
び
小
矢
部

警
報

除
く
。
）
及
び
小
矢
部

川

川

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

阿
賀
川

会
津
若

阿
賀
野
川
上
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

阿
賀
川

会
津
若

阿
賀
野
川
上
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

松
市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

松
市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

千
曲
川

長
野
市

信
濃
川
上
流
（
大
町
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

千
曲
川

長
野
市

信
濃
川
上
流
（
大
町
ダ

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中

部

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中

部

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

地

方

地

方

整

備

木
曽
川

岐
阜
市

木
曽
川
上
流
（
／
左
岸

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

整

備

木
曽
川

岐
阜
市

木
曽
川
上
流
（
／
左
岸

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

局

上
流
河

稲
沢
市
祖
父
江
町
地

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

局

上
流
河

稲
沢
市
祖
父
江
町
地

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

川
事
務

先
／
右
岸

羽
島
市
桑

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

川
事
務

先
／
右
岸

羽
島
市
桑

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

所

原
町
中
小
藪
字
川
並
九

警
報

所

原
町
中
小
藪
字
川
並
九
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百
六
十
六
番
地
先
／
か

百
六
十
六
番
地
先
／
か

ら
上
流
）
の
う
ち
、
新

ら
上
流
）
の
う
ち
、
新

丸
山
ダ
ム
工
事
事
務
所

丸
山
ダ
ム
工
事
事
務
所

及
び
丸
山
ダ
ム
管
理
所

及
び
丸
山
ダ
ム
管
理
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
区

の
管
轄
区
域
を
除
く
区

間
、
揖
斐
川
上
流
（
岐

間
、
揖
斐
川
上
流
（
岐

阜
県
養
老
郡
養
老
町
地

阜
県
養
老
郡
養
老
町
地

先
か
ら
上
流
）
及
び
長

先
か
ら
上
流
）
及
び
長

良
川
上
流
（
／
左
岸

良
川
上
流
（
／
左
岸

羽
島
市
桑
原
町
中
小
藪

羽
島
市
桑
原
町
中
小
藪

字
川
並
九
百
六
十
六
番

字
川
並
九
百
六
十
六
番

地
先
／
右
岸

岐
阜
県

地
先
／
右
岸

岐
阜
県

安
八
郡
輪
之
内
町
地
先

安
八
郡
輪
之
内
町
地
先

／
か
ら
上
流
）

／
か
ら
上
流
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

沼
津
河

沼
津
市

狩
野
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

沼
津
河

沼
津
市

狩
野
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

浜
松
河

浜
松
市

菊
川
及
び
天
竜
川
下
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

浜
松
河

浜
松
市

菊
川
及
び
天
竜
川
下
流

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

（
静
岡
県
境
か
ら
下
流

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

（
静
岡
県
境
か
ら
下
流

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

静
岡
河

静
岡
市

安
倍
川
及
び
大
井
川
（

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

静
岡
河

静
岡
市

安
倍
川
及
び
大
井
川
（

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
事
務

長
島
ダ
ム
管
理
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
事
務

長
島
ダ
ム
管
理
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

所

轄
区
域
を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

所

轄
区
域
を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

庄
内
川

名
古
屋

庄
内
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

庄
内
川

名
古
屋

庄
内
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

三
重
河

津
市

鈴
鹿
川
、
雲
出
川
、
櫛

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

三
重
河

津
市

鈴
鹿
川
、
雲
出
川
、
櫛

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

田
川
（
蓮
ダ
ム
管
理
所

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

田
川
（
蓮
ダ
ム
管
理
所

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

の
管
轄
区
域
を
除
く
。

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

）
及
び
宮
川

警
報

）
及
び
宮
川

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

天
竜
川

駒
ヶ
根

天
竜
川
上
流
（
三
峰
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

天
竜
川

駒
ヶ
根

天
竜
川
上
流
（
三
峰
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

上
流
河

市

総
合
開
発
工
事
事
務
所

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

上
流
河

市

総
合
開
発
工
事
事
務
所

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特
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川
事
務

及
び
天
竜
川
ダ
ム
統
合

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

川
事
務

及
び
天
竜
川
ダ
ム
統
合

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

所

管
理
事
務
所
の
管
轄
区

警
報

所

管
理
事
務
所
の
管
轄
区

域
を
除
く
。
）

域
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

近

畿

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

近

畿

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

地

方

地

方

整

備

琵
琶
湖

大
津
市

淀
川
上
流
（
滋
賀
県
境

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

整

備

琵
琶
湖

大
津
市

淀
川
上
流
（
滋
賀
県
境

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

局

河
川
事

か
ら
上
流
）
の
う
ち
、

他
の
管
理
（
淀
川
ダ
ム
統
合

局

河
川
事

か
ら
上
流
）
の
う
ち
、

他
の
管
理
（
淀
川
ダ
ム
統
合

務
所

大
戸
川
ダ
ム
工
事
事
務

管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す

務
所

大
戸
川
ダ
ム
工
事
事
務

管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属
す

所
の
管
轄
区
域
を
除
く

る
も
の
を
除
く
。
）
、
洪
水

所
の
管
轄
区
域
を
除
く

る
も
の
を
除
く
。
）
、
洪
水

区
間

予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水
位

区
間

予
報
、
特
別
警
戒
水
位
及
び

及
び
水
防
警
報

水
防
警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
和
川

藤
井
寺

大
和
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

大
和
川

藤
井
寺

大
和
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

市

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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姫
路
河

姫
路
市

加
古
川
及
び
揖
保
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

姫
路
河

姫
路
市

加
古
川
及
び
揖
保
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

豊
岡
河

豊
岡
市

円
山
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

豊
岡
河

豊
岡
市

円
山
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

和
歌
山

和
歌
山

紀
の
川
（
紀
の
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

和
歌
山

和
歌
山

紀
の
川
（
紀
の
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
国

市

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
国

市

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

道
事
務

轄
区
域
を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

道
事
務

轄
区
域
を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

所

警
報

所

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

紀
南
河

田
辺
市

熊
野
川
（
紀
の
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

紀
南
河

田
辺
市

熊
野
川
（
紀
の
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

轄
区
域
を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

轄
区
域
を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中

国

鳥
取
河

鳥
取
市

千
代
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

中

国

鳥
取
河

鳥
取
市

千
代
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

地

方

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

地

方

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

整

備

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

整

備

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

局

警
報

局

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

倉
吉
河

倉
吉
市

天
神
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

倉
吉
河

倉
吉
市

天
神
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

浜
田
河

浜
田
市

江
の
川
下
流
（
島
根
県

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

浜
田
河

浜
田
市

江
の
川
下
流
（
島
根
県

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

境
か
ら
下
流
）
及
び
高

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

境
か
ら
下
流
）
及
び
高

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

津
川

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

津
川

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

出
雲
河

出
雲
市

斐
伊
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

出
雲
河

出
雲
市

斐
伊
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

太
田
川

広
島
市

太
田
川
（
温
井
ダ
ム
管

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

太
田
川

広
島
市

太
田
川
（
温
井
ダ
ム
管

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

理
所
の
管
轄
区
域
を
除

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

理
所
の
管
轄
区
域
を
除

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

く
。
）
及
び
小
瀬
川
（

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

く
。
）
及
び
小
瀬
川
（

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

弥
栄
ダ
ム
管
理
所
の
管

警
報

弥
栄
ダ
ム
管
理
所
の
管

轄
区
域
を
除
く
。
）

轄
区
域
を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

四

国

徳
島
河

徳
島
市

吉
野
川
（
吉
野
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

四

国

徳
島
河

徳
島
市

吉
野
川
（
吉
野
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

地

方

川
国
道

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

地

方

川
国
道

統
合
管
理
事
務
所
の
管

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

整

備

事
務
所

轄
区
域
を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

整

備

事
務
所

轄
区
域
を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

局

警
報

局

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

那
賀
川

阿
南
市

那
賀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

那
賀
川

阿
南
市

那
賀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

松
山
河

松
山
市

重
信
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

松
山
河

松
山
市

重
信
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特
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事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
洲
河

大
洲
市

肱
川
（
山
鳥
坂
ダ
ム
工

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

大
洲
河

大
洲
市

肱
川
（
山
鳥
坂
ダ
ム
工

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

事
事
務
所
及
び
野
村
ダ

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

事
事
務
所
及
び
野
村
ダ

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

ム
管
理
所
の
管
轄
区
域

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

を
除
く
。
）

警
報

を
除
く
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

中
村
河

四
万
十

渡
川
（
中
筋
川
総
合
開

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

中
村
河

四
万
十

渡
川
（
中
筋
川
総
合
開

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

市

発
工
事
事
務
所
の
管
轄

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

市

発
工
事
事
務
所
の
管
轄

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

区
域
を
除
く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

区
域
を
除
く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

九

州

筑
後
川

久
留
米

筑
後
川
、
矢
部
川
及
び

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

九

州

筑
後
川

久
留
米

筑
後
川
、
矢
部
川
及
び

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

地

方

河
川
事

市

嘉
瀬
川

他
の
管
理
（
筑
後
川
ダ
ム
統

地

方

河
川
事

市

嘉
瀬
川

他
の
管
理
（
筑
後
川
ダ
ム
統

整

備

務
所

合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属

整

備

務
所

合
管
理
事
務
所
の
所
掌
に
属

局

す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
洪

局

す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
洪

水
予
報
、
洪
水
特
別
警
戒
水

水
予
報
、
特
別
警
戒
水
位
及

位
及
び
水
防
警
報

び
水
防
警
報
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（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

遠
賀
川

直
方
市

遠
賀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

遠
賀
川

直
方
市

遠
賀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

武
雄
河

武
雄
市

松
浦
川
及
び
六
角
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

武
雄
河

武
雄
市

松
浦
川
及
び
六
角
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
事
務

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

長
崎
河

長
崎
市

本
明
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

長
崎
河

長
崎
市

本
明
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

菊
池
川

山
鹿
市

菊
池
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

菊
池
川

山
鹿
市

菊
池
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報
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警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
分
河

大
分
市

大
分
川
（
大
分
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

大
分
河

大
分
市

大
分
川
（
大
分
川
ダ
ム

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

工
事
事
務
所
の
管
轄
区

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

工
事
事
務
所
の
管
轄
区

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

域
を
除
く
。
）
及
び
大

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

域
を
除
く
。
）
及
び
大

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

野
川

警
報

野
川

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

佐
伯
河

佐
伯
市

番
匠
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

佐
伯
河

佐
伯
市

番
匠
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

宮
崎
河

宮
崎
市

小
丸
川
及
び
大
淀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

宮
崎
河

宮
崎
市

小
丸
川
及
び
大
淀
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

延
岡
河

延
岡
市

五
ヶ
瀬
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

延
岡
河

延
岡
市

五
ヶ
瀬
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報
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警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

大
隅
河

鹿
児
島

肝
属
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

大
隅
河

鹿
児
島

肝
属
川

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
国
道

県
肝
属

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

川
国
道

県
肝
属

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

事
務
所

郡
肝
付

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

事
務
所

郡
肝
付

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

町

警
報

町

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

川
内
川

薩
摩
川

川
内
川
（
鶴
田
ダ
ム
管

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

川
内
川

薩
摩
川

川
内
川
（
鶴
田
ダ
ム
管

改
良
工
事
、
維
持
修
繕
そ
の

河
川
事

内
市

理
所
の
管
轄
区
域
を
除

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
洪

河
川
事

内
市

理
所
の
管
轄
区
域
を
除

他
の
管
理
、
洪
水
予
報
、
特

務
所

く
。
）

水
特
別
警
戒
水
位
及
び
水
防

務
所

く
。
）

別
警
戒
水
位
及
び
水
防
警
報

警
報

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



- 45 -

○

北
海
道
開
発
局
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
国
土
交
通
省
令
第
二
十
二
号
）
（
第
八
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

（
事
業
振
興
部
の
所
掌
事
務
）

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
二
条

事
業
振
興
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
六
の
二

雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
～
五
十
一

（
略
）

十
七
～
五
十
一

（
略
）

（
建
設
部
の
所
掌
事
務
）

（
建
設
部
の
所
掌
事
務
）

第
三
条

建
設
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
条

建
設
部
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
振
興
部
の

二
十
六

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
。

所
掌
に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

二
十
七
～
四
十
七

（
略
）

二
十
七
～
四
十
七

（
略
）

（
都
市
住
宅
課
の
所
掌
事
務
）

（
都
市
住
宅
課
の
所
掌
事
務
）

第
三
十
四
条

都
市
住
宅
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
三
十
四
条

都
市
住
宅
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
十
六

（
略
）

一
～
十
六

（
略
）

十
六
の
二

雨
水
出
水
浸
水
想
定
区
域
に
関
す
る
こ
と
。

十
七
～
二
十
五

（
略
）

十
七
～
二
十
五

（
略
）

（
河
川
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

（
河
川
管
理
課
の
所
掌
事
務
）

第
四
十
九
条

河
川
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
四
十
九
条

河
川
管
理
課
は
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
（
事
業
振
興
部
の
所
掌

八

洪
水
予
報
、
水
防
警
報
そ
の
他
水
防
に
関
す
る
こ
と
。

に
属
す
る
も
の
を
除
く
。
）
。

九

（
略
）

九

（
略
）
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